
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通車が 1台でも駐車していると、 
大型車は駐車することができません 

より多くのお客さまが駐車できるよう、 
普通車は縦列駐車にご協力をお願いいたします 

普通車・大型車兼用マスのご利用方法 

〇普通車・大型車兼用マスは大型車と普通車のどちらでもご利

用いただける駐車マスで、一部の休憩施設では青色ラインで明

示しています。 

〇休日（昼間）は普通車のご利用が多く、平日（夜間）は大型車

のご利用が多くなっています。普通車が 1 台でも駐車している

と、大型車は駐車することができません。 

より多くのお客さまが駐車できるよう、普通車は縦列駐車にご協

力をお願いいたします。 

○「兼用マス」は、普通車、大型車それぞれの専用駐車マスが

満車の場合にご利用ください。 
青色ラインでの「普通車・大型車兼用マス」の明示例 


